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晩
婚
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晩
産
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我
が
国
の
社
会
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
近
年
、
働
く
女
性
が
増
加
し
て
い
る
。

総
務
省
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る
と
、
女
性
の
雇
用
者
数
は
平
成
二
年
の
一
八
三
四

万
人
か
ら
同
二
十
二
年
十
一
月
に
は
二
三
二
九
万
人
へ
と
一
・
三
倍
に
増
加
し
て
い

る
。
同
じ
く
、
雇
用
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
も
三
十
七
・
九
％
か
ら
四
十
二
・
六
％

へ
と
上
昇
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
働
く
女
性
を
支
援
す
る
制
度
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
四

及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
育
児
休
業
給
付
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

育
児
休
業
給
付
は
、
一
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
育
児
休
業
を
取
得
し
た
被
保

険
者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
保
育
所
に
入
所
を
希
望
し
て
い
る
が
入

所
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
一
歳
六
か
月
未
満
ま
で
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
方
で
、
育
児
休
業
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
育
児
休
業
開
始
前
二
年
間
に
み

な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二
か
月
以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お

り
、
川
崎
市
在
住
の
三
人
の
子
ど
も
を
持
つ
ご
婦
人
か
ら
、
二
人
目
の
子
ど
も
の
育

児
休
業
か
ら
復
帰
し
て
一
年
以
内
に
三
人
目
の
子
ど
も
を
出
産
し
た
た
め
、
育
児
休

業
給
付
が
全
く
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
声
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

厚
生
労
働
省
「
働
く
女
性
の
実
情
」
に
よ
る
と
、
一
般
労
働
者
（
女
性
）
の
平
均

勤
続
年
数
は
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
近
年
で
は
勤
続
十
年
以
上
の
女
性
は
、
働

く
女
性
の
三
割
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
「
人
口
動
態
統
計
年
報
」
等

の
統
計
で
は
、
妻
の
平
均
初
婚
年
齢
は
昭
和
六
十
年
の
二
十
五
・
五
歳
か
ら
平
成
十

九
年
の
二
十
八
・
三
歳
へ
と
上
昇
し
、
第
一
子
を
出
産
す
る
平
均
出
産
年
齢
も
昭
和

五
十
年
の
二
十
五
・
六
六
歳
か
ら
平
成
二
十
年
の
二
十
八
・
九
四
歳
へ
と
上
昇
す
る

な
ど
、
晩
婚
化
、
晩
産
化
の
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
閣
府
の
男
女
共
同

参
画
会
議
で
は
働
き
続
け
て
い
る
女
性
の
方
が
晩
婚
化
、
晩
産
化
の
傾
向
に
あ
る
こ

と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
現
行
の
育
児
休
業
給
付
の
要
件
と
働
く
女
性
の
晩
産
化
を
踏
ま
え
て
、
育

児
休
業
給
付
制
度
に
関
し
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

  

                 

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問
題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十
分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は
な

い
」、
「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
事
務
所
を
郵
便
物
の

受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に
約
何
件
、

七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当
す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た
る
事

務 所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金
規
正
法

の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

 

政 

府 

回 
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一 

育
児
休
業
給
付
を
受
け
る
要
件
と
し
て
、
「
育
児
休
業
開
始
前
二
年
間
」
と
期

間
を
限
定
し
た
時
点
及
び
理
由
、
「
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二
か
月

以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
」
と
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

     

二 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
第
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
同
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

保
育
所
に
入
所
を
希
望
し
て
い
る
が
入
所
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
は
一
歳
六
か
月

未
満
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当

該
規
定
に
基
づ
き
、
一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休

業
を
取
得
し
た
者
の
数
を
示
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
育
児
休
業
取
得
者
全
体
に
対
す

る
そ
の
割
合
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

三 

晩
婚
化
、
晩
産
化
が
進
む
中
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
十
一
年
人
口
動
態
統
計

（
確
定
数
）
の
概
況
」
等
に
よ
れ
ば
、
母
の
年
齢
別
に
み
た
第
一
子
の
出
生
数
は
、

平
成
十
年
以
降
、
三
十
～
三
十
四
歳
の
出
生
件
数
が
、
二
十
～
二
十
四
歳
の
出
生
件

数
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
期
的
に
は
、
二
十
歳
代
に
第
一
子
を
出
産
す
る
者

が
減
少
す
る
一
方
で
、
三
十
歳
代
で
第
一
子
を
出
産
す
る
者
が
年
々
増
加
し
て
い

る
。 

 

一
方
、
内
閣
府
「
平
成
十
七
年
版
国
民
生
活
白
書
」
第
一
－
一
－
十
二
図
で
は
、

晩
婚
化
に
な
る
と
出
産
間
隔
が
短
期
化
す
る
と
の
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
第
一
子
と
第
二
子
の
出
産
間
隔
は
、
妻
の
結
婚
年
齢
が
二
十
七
～
二
十
八
歳
の

場
合
に
は
二
・
五
八
年
、
二
十
九
～
三
十
歳
の
場
合
に
は
二
・
五
三
年
、
三
十
一
～ 

質 

問 

 

 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
育
児
休
業
給
付
の
受
給
資
格
の
取
得
要
件
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
雇
用
保
険

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
短
時
間
労
働
被
保
険
者

及
び
そ
れ
以
外
の
被
保
険
者
の
基
本
手
当
の
受
給
資
格
の
取
得
要
件
が
、
平
成
七
年
当
時
、

そ
れ
ぞ
れ
、
離
職
の
日
以
前
二
年
間
に
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二
か
月
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び
離
職
の
日
以
前
一
年
間
に
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
六
か
月
以
上
で
あ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
て
、
育
児
休
業
給
付
が
創
設
さ
れ
た
同

年
四
月
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

二
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
の
人
数
及
び
割
合
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
「
平
成
二
十
年
度
雇
用
均

等
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、
法
定
の
期
間
を
超
え
る
育
児
休
業
の
取
得
を
可
能
と
す
る
制
度

を
導
入
し
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
法
定
の
期
間
を
超
え
る
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
を

含
め
、
一
年
以
上
一
年
六
か
月
未
満
の
期
間
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
は
、
育
児
休
業
を

取
得
し
た
後
に
復
職
し
た
者
全
体
の
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。 

  

 

三
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

育
児
休
業
を
開
始
し
た
日
前
二
年
間
に
出
産
等
の
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上

賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
基
本
手
当
の
受

給
資
格
の
取
得
要
件
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
理
由
に
よ
り
賃
金
の
支
払
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
を
二
年
に
加
算
し
た
期
間
（
そ
の
期
間
が
四
年
を
超
え
る

と
き
は
、
四
年
間
）
に
、
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二
か
月
以
上
あ
る
こ
と

を
育
児
休
業
給
付
の
受
給
資
格
の
取
得
要
件
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

現
行
制
度
上
、
御
指
摘
の
出
産
間
隔
の
短
い
者
に
つ
い
て
も
、
育
児
休
業
給
付
の
支
給
対

象
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

御
指
摘
の
よ
う
な
受
給
資
格
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
手
当
の
受
給 

政 

府 

回 

答 
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三
十
二
歳
の
場
合
に
は
二
・
三
〇
年
、
三
十
三
～
三
十
四
歳
の
場
合
に
は
二
・
〇
四

年
、
三
十
五
歳
以
上
の
場
合
に
は
〇
・
九
三
年
と
短
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第

二
子
と
第
三
子
の
出
産
間
隔
は
、
妻
の
結
婚
年
齢
が
二
十
七
～
二
十
八
歳
の
場
合
で

も
一
・
八
八
年
、
三
十
三
～
三
十
四
歳
の
場
合
に
は
〇
・
七
八
年
と
大
幅
に
短
く
な

っ
て
い
る
。 

 

晩
婚
化
に
よ
り
出
産
間
隔
が
二
年
よ
り
短
く
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
育
児
休
業
を
一
歳

六
か
月
ま
で
取
得
し
た
場
合
は
出
産
間
隔
が
二
年
半
よ
り
短
く
な
れ
ば
、
育
児
休
業

給
付
に
か
か
る
「
育
児
休
業
開
始
前
二
年
間
」
に
「
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算

し
て
十
二
か
月
以
上
あ
る
」
と
の
要
件
を
本
人
の
就
業
意
思
が
あ
っ
た
と
し
て
も
物

理
的
に
満
た
さ
な
い
女
性
が
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

四 

「
育
児
休
業
開
始
前
二
年
間
」
に
「
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二

か
月
以
上
あ
る
」
と
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
結
果
と
し
て
育

児
休
業
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
女
性
の
数
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
仮

に
、
当
該
女
性
数
を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
把
握
し
て
い
な
い
理
由
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

五 

政
府
は
、
女
性
の
労
働
力
を
活
用
す
る
と
の
方
針
を
も
っ
て
施
策
を
展
開
し
て

い
る
。 

  

働
き
続
け
る
た
め
に
比
較
的
短
い
間
隔
で
子
ど
も
を
出
産
し
て
、
集
中
し
て
子
育
て

を
行
お
う
と
す
る
女
性
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
は
、
現
行
の
育
児
休
業
給
付
を
受
け

る
た
め
の
基
準
を
改
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
二
子
以
降
に
つ
い
て
は
、「
育

児
休
業
開
始
前
二
年
間
」
で
は
な
く
「
育
児
休
業
開
始
前
三
～
十
年
間
程
度
」
と
し

た
上
で
、
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
一
定
程
度
（
例
え
ば
三
～
十
年
の
半

分
の
期
間
）
あ
れ
ば
該
当
す
る
よ
う
見
直
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
長
期
就
労
を
望

む
女
性
が
出
産
す
る
時
期
を
集
中
さ
せ
や
す
い
よ
う
に
、
こ
う
し
た
要
件
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

質 

問 
 

 

資
格
の
取
得
要
件
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。 

 

         

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
育
児
休
業
給
付
を
受
給
し
て
い
な
い
被
保
険
者
に
つ
い

て
、
そ
の
理
由
を
把
握
す
る
仕
組
み
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。 

    

政 
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回 
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右
質
問
す
る
。 

 

            

  

 

  

                 

一 

本
年
六
月
九
日
の
記
者
団
の
取
材
に
お
い
て
、
荒
井
大
臣
は
事
務
所
費
問

題
に
つ 

い
て
、「
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
問
題
な
か
っ
た
。
私
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
不
十

分
な 

の
で
、
党
に
も
依
頼
し
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
が
、
や
は
り
問
題
は

な
い
」、「
違
法
性
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
事
務
所
を
郵
便

物
の
受
け
取
り
に
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
、
実
際
、
一
年
間
に

約
何
件
、
七
年
間
に
約
何
件
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
の
か
。 

 

二 

一
の
よ
う
な
使
用
実
態
で
政
治
資
金
報
告
書
の
主
た
る
事
務
所
に
該
当

す
る
の 

か
。
政
治
資
金
規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

こ
の
よ
う
な
活
動
実
態
の
乏
し
い
知
人
の
個
人
宅
を
政
治
団
体
の
主
た

る
事
務 

所
と
し
て
届
け
出
、
事
務
所
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第

二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
「
虚
偽
記
載
」
に
あ
た
ら
な
い
の
か
。
政
治
資
金

規
正
法
の
法
解
釈
一
般
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

政 

府 

回 

答 


